
第1号様式(第4条関係) 

   年   月   日  

  

  郡山市長 

     申請人 住所 

 

氏名                  

（電話    －    －    ） 

補 助 金 等 交 付 申 請 書 

  

 次の事業について、補助金等の交付を受けたいので、郡山市補助金等の交付に関する規

則第4条の規定により申請します。 

  
補助事業等の名称 郡山市浄化槽設置整備事業 

  

施 行 場 所 
  

総 事 業 費         円  

補助金等交付申請額         円  

事 業 の 目 的 
  

事 業 の 内 容 

  

 

 

 

 

着手、完了予定日 着手 ・  ・ 完了 ・  ・ 

添 付 書 類 

□ 事業計画書（第１号様式） 

□ 収支予算書（第２号様式） 

□ 工事請負契約書の写し 

□ 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確

認済証の写し 

□ 設置しようとする浄化槽の登録証の写し及び登録浄化槽

管理票（Ｃ票） 

□ 郡山市税等の納付確認による同意書（第３号様式） 

□ 撤去しようとする単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の位

置図及び写真（転換に該当する場合に限る） 

□ その他市長が必要と認める書類 

摘 要 □ 市税等完納確認済み 

  

備考 申請人氏名は、自署又は記名押印してください。 



第１号様式（第６条関係） 

事業計画書 

補 助 事 業 の 名 称  郡山市浄化槽設置整備事業 

設 置 者 

住 所 
 

 

氏 名 
 

（電話   －    －    ） 

転 換 等 １ 転換（単独処理浄化槽・汲み取り便槽） ２ 転換以外 

設 置 浄 化 槽 

設 置 場 所 
 

浄 化 槽 

メ ー カ ー 

 

 

処 理 能 力 
 

処 理 方 式 
 

型 式 及 び 

認 定 番 号 

 

 

着 手 ・ 完 了 

予  定  日 

着

手 
 ・  ・  

完

了 
・  ・ 

浄 化 槽 工 事 

施 工 業 者 

名 称 
 

（電話   －   －   ） 

登 録 番 号 
 

浄 化 槽 設 

備 士 氏 名 

 

 

登 録 番 号 
 

建 築 物 

住宅等所有者 １ 本人 ２ 共有（  人） ３ その他（   ） 

住 宅 の 種 類 

１ 専用住宅   （延べ面積         ㎡） 

２ 店舗等併用住宅（住居部分の面積      ㎡） 

（その他の面積       ㎡） 

放 流 先 １ 側溝  ２ 河川  ３ 農業用水路  ４ その他（     ） 

添 付 書 類 

□ 見積書 

□ 設置場所の案内図 

□ 建築物の平面図及び浄化槽の設置位置を示す図面（配置配管図） 

□ 保証登録証（市町村用） 

□ 設置浄化槽の構造図 

□ 浄化槽設備士免状の写し 

 



 

               様  
御 見 積 書 

   年   月   日 

 

 

 

  印 

下記のとおり御見積もり申し上げます。 

工事名 浄化槽設置工事 

金 額    

名称 規格・仕様 数量 単価 金額 摘要 

浄化槽（本体） 人槽        

浄化槽搬入裾付工事 基礎工事、埋設施工  式     

ブロワー工事    式     

ポンプ槽及び工事         

諸経費           

撤去工事費分          

清掃費 
      

撤去費          

廃棄物処分費等          

小計          

消費税    １０％           

合計           

 



第２号様式（第６条関係） 

 

収支予算書 

 

１ 収 入  

                             （単位：円） 

項 目 予 算 額 摘 要 

補  助  金    

自 己 資 金   

   

   

   

計   

 

 

 

 

２ 支 出  

                             （単位：円） 

項 目 予 算 額 摘 要 

浄化槽設置費  浄化槽本体 

   埋設工事 

宅内配管工事費  流入管、ます、放流管 

   撤 去工事費  清掃、撤去、処分 

諸 経 費   

消 費 税    

計   

 

 



 

工 事 請 負 契 約 書 

 

 発注者                      （以下「甲」という。）と浄化槽工事

業者              

（以下「乙」という。）との間に、郡山市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成５年４月１

日施行。以下「要綱」という。）に基づく補助金の交付を受けて甲が行う浄化槽の設置工事（以

下「工事」という。）について、次のとおり契約を締結する。  

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義に従い、この契約を誠実に履行するものとする。  

 （契約の要領） 

第２条 この契約は、次に掲げる工事に適用される。 

(1) 工事の場所 郡山市 

(2) 工事の期間     年  月  日から    年  月  日まで 

(3) 設置する浄化槽 浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号。以下「法」という。）第２条第１号

に規定する浄化槽であって、法第４条第２項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化

学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去率 90％以上、放流水のＢＯＤ20 ㎎／ℓ（日

間平均値）以下の機能を有するとともに、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合

するもの。 

(4) 請負金額             円 

 （浄化槽の引渡し及び代金の支払）  

第３条 乙は、この契約と添付の図面及び仕様書に基づき、前条第２号の期間内に工事を完成し

て浄化槽を甲に引渡すものとし、甲は、引渡しと引き換えに前条第４号の請負金額を支払うも

のとする。 

（工事の監督） 

第４条 乙は、工事を法第 29 条第３項の規定に基づき、浄化槽設備士に実地に監督させ、又は

自ら浄化槽設備士の資格を有して、工事を実地に監督しなければならない。  

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 甲及び乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させては

ならない。ただし、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。  

 （再委託の禁止） 

第６条 乙は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。  

 （工事の基準） 

第７条 乙は、法第４条第３項の規定による浄化槽工事の技術上の基準に従って工事を行わなけ

ればならない。 



 （工事内容の変更等） 

第８条 甲は、止むを得ない場合は工事内容を変更し、又は工事着手を延期し、若しくは工事の

一時中止を求めることができる。この場合において、請負金額又は工期の変更をする必要があ

る場合は、甲乙協議して定めるものとする。  

２ 前項の規定による変更、延期又は中止が生じた場合の損害は、甲の負担とする。ただし、そ

の損害のうち乙の責めに記すべき理由により生じたものは、乙の負担とする。  

 （工期の延長等） 

第９条 乙は、乙の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができ

ない場合は、甲に対して、速やかにその理由を明示して工期の延長を求めることができる。こ

の場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。  

 （損害賠償） 

第 10 条 工事の完成引渡しまでに工事目的物その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負

担とする。ただしその損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものは、甲の負担とす

る。 

２ 乙は、工事の実施にあたり、甲または第三者に損害を及ぼしたときは、その損害について賠

償の責めを負うものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲がその責めを

負うものとする。 

 （書類等の提出） 

第 11 条 乙は、要綱に基づき、所定の期間内に所定の書類及び写真を甲に提出しなければなら

ない。 

 （かし担保） 

第 12 条 甲は、工事がこの契約の規定又は第７条に定める基準に適合しないと認めるときは、

乙に対し相当の期限を定めて、そのかしの補修を請求することができる。  

２ 甲は、法第７条の規定による水質に関する検査の結果、浄化槽の工事について改善の指摘を

受けた場合は、乙に対し相当の期限を定めて、そのかしの補修又は補修に代わる損害賠償を請

求できるものとする。 

３ 前項に定める請求は、浄化槽の工事について改善の指摘が甲の責めに帰すべき理由に基づく

場合は、行うことができない。 

４ 第２項の規定による請求権の行使は、浄化槽の引渡後５年以内に行なわなければならない。 

 （契約の解除） 

第 13 条 甲又は乙は、次の各項のいずれかに該当すると認められるときは、催告その他何らか

の手続を要せずにこの契約を解除することができる。  

 (1) 浄化槽の設置等の届出その他必要な手続きが受理されない、又は認められないとき。  

 (2) 工事用地について、工事の施工が著しく困難と判断されるかしが発見されたとき。  

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、契約履行のために乙において要した

費用及び乙において甲のために既に支出した立替金を甲に請求できるものとする。  



第 14 条 甲は、乙が工事を完成するまでの間は、乙の損害を賠償してこの契約を解除すること

ができる。 

２ 甲は、乙の契約違反によりこの契約の目的を達することができなくなったと認めるときは、

催告その他何らかの手段を要せずにこの契約を解除することができるものとする。この場合に

おいて、甲は、甲の受けた損害の賠償を乙に請求することができる。  

第 15 条 乙は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告その他何らかの手段

を要せずにこの契約を解除することができる。この場合において乙の受けた損害の賠償を甲に

請求できるものとする。 

(1) 第８条の規定に基づき工事が一時中止され、又は甲の責めに帰すべき理由により着手期日

が延期された場合において、工事の一時中止又は着手期日の延期の状態が 10 日以上続いた

とき。 

(2) 甲が請負金額を所定の期日までに支払わなかったとき、又は請負金額の支払能力を欠くこ

とが明らかになったとき。 

 (3) 甲がこの契約に違反し、この契約を履行できなくなったと認められるとき。  

 （定めのない事項等の処理） 

第 16 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、法令の定めによるもの

のほか、甲乙協議のうえ処理するものとする。 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自１通を保有す

るものとする。 

 

  年  月  日 

 

住 所                        

発注者                           

氏 名                   ㊞    

 

 

住 所                        

請負者                           

氏 名                   ㊞    

 

浄化槽工事業者登録番号：               

又は届出番号：               

 



第３号様式（第６条関係） 

同 意 書  

 

  年  月  日 

 

  郡山市長 

 

 

申請者 住  所                       

 

        （フリガナ） 

氏  名                       

 

生年月日                       

 

         電話番号                       

 

 

 

 

 私は、郡山市浄化槽設置整備事業補助金の申請に伴い、郡山市税等の次の税目につ

いて、納付状況(税目・税額・申告の有無等)の確認のため、税務担当課に照会するこ

とに同意します。 

 

 

【確認税目】 

市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 

 

 



 

 

第３号様式の２（第６条関係） 

 

   年   月   日 

 

 

郡山市長 

 

 

住所                   

 

氏名                   

 

 

補助金振込口座報告書 

 

 

 郡山市浄化槽設置整備事業に係る補助金振込口座について、下記のとおり報告します。 

 

 

（取引金融機関） 

口座名義人 

フリガナ 

 

 

 

金融機関名 

 

 

 

銀行・金庫 

組合・農協 

 

 

 

本店・支店 

出張所 

口 座 番 号 

種   類 店 番 号 口 座 番 号 

１ 普通（総合） 

２ 当座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

備   考 

 

 

 

 

 

 



誓 約 書 

 

  年  月  日 

 

郡 山 市 長 

 

設置者住所                 

 

氏   名                 

 

設 置 場 所                 

 

 浄化槽を設置するにあたり、次の各項を遵守することを誓います。 

 

１ 設置や維持管理については、郡山市の指導に従います。 

 

２ 浄化槽の設置及び処理水放流に関し、他人に迷惑がかかるような場合及び

苦情があった場合には、責任をもって処理します。 

 

３ 常時良好な流れの状態を保つために、側溝等の清掃を行います。 

 

４ 浄化槽を良好な状態に保つため、保守点検及び清掃等に関する契約を結び

ます。 

 

５ 保守点検及び法定検査の記録の写しを、５年間保管します。 

 

６ 賃貸家屋に関して、浄化槽使用者が維持管理を怠った場合には、使用者に

代わり責任をもって維持管理を行います。 

 

７ 公共下水道の供用が開始された場合、すみやかに接続いたします。 



第３号様式の３（第６条関係） 

 

郡山市浄化槽設置整備事業補助申請に関する確認書 

 

補助申請者住所                     

 

補助申請者氏名                     

 

 私は、上記の内容について、市担当者より説明を受けました。 

 また、その他浄化槽工事の施工に関しては、郡山市浄化槽設置整備事業補助申請の手引

きを遵守いたします。 

 

年  月  日  

 

施工業者名                 

 

確認者氏名                 

 

No. 確認事項 チェック 

1 浄化槽の人槽は 

７人槽ですか 

□ はい 

□ いいえ 

使用予定人員は 

５人以下ですか 

□ はい 

□ いいえ 

すべてはいの 

場合は２へ 

それ以外は３へ 

2 （浄化槽の人槽について） 

 浄化槽の人槽は住宅の延べ面積のみで決定されるものではないこと

を申請者に説明しています。 

□ 

3 （工事着手について） 

 浄化槽の設置工事及び撤去工事（単独浄化槽、汲み取り便槽）は、

補助金の交付決定通知後に行い、事前着工はいたしません。 

□ 

4 （申請書及び実績報告書について） 

 申請者の氏名はすべて申請者に自署又は記名押印させます。 
□ 

5 （添付写真について） 

 実績報告の添付写真については、郡山市浄化槽設置整備事業補助申

請の手引きに従い、添付漏れのないようにいたします。 

□ 

6 （浄化槽法 29条について） 

 浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、

又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督します。 

□ 

7 （その他） 

 関係法令及び各メーカーの施工要領書に基づき適切に工事を行いま

す。 

□ 


